
処 分 基 準
基準の名称 職業訓練指導員免許の取消基準

法 令 等 名 根 拠 条 項 許 認 可 等 ・ 処 分 の 概 要

職業能力開発促進法 ２９－１ 職業訓練指導員免許の取消

基 準 の 内 容

知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が、次の事項の一に該当するに至ったときは、当該職業訓
練指導員免許を取り消す （同法第２９条第１項）。

１ 成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けたとき。

２ 禁錮以上の刑に処せられたとき。


